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② 機構においては，専門委員会の下に評価チームと

部会（後記研究水準等の判定を担当）を編成し，自

己評価書の書面調査及びヒアリングの結果を踏まえ

て評価を行い，その結果を専門委員会で取りまとめ，

後記３の｢Ⅴ 意見の申立て及びその対応」を経た上

で，大学評価委員会で最終的な評価結果を確定した。 

 

○大学評価・学位授与機構が行う大学評価について  

◇ 大学評価・学位授与機構が行う大学評価  

１ 評価の目的 

 大学評価・学位授与機構（以下「機構」）が実施する評

価は，大学及び大学共同利用機関（以下「大学等」）が競

争的環境の中で個性が輝く機関として一層発展するよう，

大学等の教育研究活動等の状況や成果を多面的に評価す

ることにより，①その教育研究活動等の改善に役立てる

とともに，②評価結果を社会に公表することにより, 公
共的機関としての大学等の諸活動について，広く国民の

理解と支持が得られるよう支援・促進していくことを目

的としている。 

 

３ 本報告書の内容 

 ｢Ⅰ 対象組織（機関）の現況及び特徴｣，｢Ⅱ 研究目的

及び目標｣及び「◇ 特記事項」の「１ 対象組織（機関）

の記述」は，対象組織（機関）から提出された自己評価

書から転載している。 

 ｢Ⅲ 評価項目ごとの評価結果｣は，前記１の 1），4）及

び 5）の評価項目については，貢献（達成又は機能）の

状況を要素ごとに記述している。また，当該項目の水準

を，以下の５種類の「水準を分かりやすく示す記述」を

用いて示している。なお，これらの水準は，対象組織（機

関）の設定した目的及び目標に対するものであり，相対

比較することは意味を持たない。 

 

２ 評価の区分 

 機構の実施する評価は，平成 14 年度中の着手までを試

行的実施期間としており，今回報告する平成 13 年度着手

分については，以下の 3 区分で，記載のテーマ及び分野

で実施した。 ・ 十分貢献（達成又は機能）している。 
① 全学テーマ別評価（教養教育（平成 12 年度着手継

続分），研究活動面における社会との連携及び協力） 
・ おおむね貢献（達成又は機能）しているが，改善

の余地もある。 

  ② 分野別教育評価（法学系，教育学系，工学系） ・ かなり貢献（達成又は機能）しているが，改善の 

  ③ 分野別研究評価（法学系，教育学系，工学系） 必要がある。 

・ ある程度貢献（達成又は機能）しているが，改善

の必要が相当にある。 

 

３ 目的及び目標に即した評価 
・ 貢献しておらず（達成又は整備が不十分であり），

大幅な改善の必要がある。 
 機構の実施する評価は，大学等の個性や特色が十二分

に発揮できるよう，当該大学等が有する目的及び目標に

即して行うことを基本原則としている。そのため，大学

等の設置の趣旨，歴史や伝統，人的・物的条件，地理的

条件，将来計画などを考慮して，明確かつ具体的に目的

及び目標が整理されることを前提とした。  

 また，前記１の 2)及び 3)の評価項目については，学問

的内容や社会的効果の評価結果を記述している。 

 さらに，2)の評価項目においては，対象組織（機関）

全体及び領域ごとの研究内容及び水準の割合を示してい

る。この割合は，教員個人の業績を複数の評価者(関連分

野の専門家)が，国際的な視点を踏まえつつ研究内容の質

を重視して，客観的指標も参考活用する方針の下で判定

した結果に基づくものである。また，3)の評価項目にお

いても，2)と同様に教員個人の業績を基に，対象組織（機

関）全体及び領域ごとの社会的効果の割合を示している。 

 

○分野別研究評価「教育学系」について      

 
１ 評価の対象組織（機関）及び内容 

 このたびの評価は，設置者（文部科学省）から要請の

あった５大学及び１大学共同利用機関（以下「対象組織

（機関）」）を対象に実施した。 

 ｢Ⅳ 評価結果の概要｣は，評価結果を要約して示してい

る。  
｢Ⅴ 意見の申立て及びその対応｣は，評価結果に対する

意見の申立てがあった対象組織（機関）について，その

内容とそれへの対応を示している。 

 評価は，対象組織（機関）の現在の研究活動等の状況

について，原則として過去 5 年間の状況の分析を通じて，

次の 5 項目の項目別評価により実施した。  「◇ 特記事項についての所見」は，対象組織（機関）

が記述している特記事項について，評価項目ごとの評価

結果を踏まえて所見を記述している。 

 1) 研究体制及び研究支援体制 

  2)  研究内容及び水準 

  3)  研究の社会（社会・経済・文化）的効果  
4) 諸施策及び諸機能の達成状況 ４ 本報告書の公表 
5) 研究の質の向上及び改善のためのシステム 本報告書は，大学等及びその設置者に提供するととも

に，広く社会に公表している。   
２ 評価のプロセス 

① 対象組織（機関）においては，機構の示す要項に

基づき自己評価を行い，自己評価書を機構に提出し

た。 
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Ⅰ 対象組織（機関）の現況及び特徴
※ 対象組織（機関）から提出された自己評価書

から転載 

  
 １ 機関名 メディア教育開発センター 

  

 ２ 学部・研究科等名 研究開発部 

  

３ 所在地 千葉県千葉市美浜区若葉２丁目１２番 

 

４ 学部・研究科等構成 

      研究開発部    教育ネットワーク研究開発系 

                    学習リソース研究開発系 

                    メディア活用研究開発系 

 

５ 学生総数及び教員総数 

  ①学生数：大学共同利用機関のため学生は在籍し    

ていない。 

  ②教員数：４１名 

 

６ 特徴 

 1) 設置目的 

  「多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容，  

方法等の研究及び開発並びにその成果の提供」 

 2) 組織 

   ○管 理 部：庶務，会計，施設等のセンター全体         

の管理に関する事務を担当する。 

  ○事 業 部：研究開発の協力及びその成果の提供         

としての事業活動を行う。 

  ○研究開発部：メディアを利用した高等教育改善の         

ための支援に関する研究開発活動を

行う。          
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Ⅱ 研究目的及び目標 
※ 対象組織（機関）から提出された自己評価書から 

転載 

  
１ 研究目的 標として研究を実施している。 

（1）３領域の研究の遂行  メディア教育開発センター（以下「センター」という。）

は，大学における学術研究の発展に資するための大学共

同利用機関として，「多様なメディアを高度に利用して行

う教育の内容，方法等の研究及び開発並びにその成果の

提供を行うこと」を設置目的としているが，研究面にお

いては以下の３つを目的としている。 

  1）研究組織の構成 

３領域の研究を遂行するに当たって，研究開発部

は，教育ネットワーク研究開発系，学習リソース研

究開発系，メディア活用研究開発系の３つの系と系

内におけるそれぞれ３つの部門を研究組織として編

成されており，その組織編成を原則として研究プロ

ジェクトを遂行することを課題としている。 

（1）３領域の研究の遂行 

センターが行う研究は，1）高等教育におけるネッ

トワーク，マルチメディア技術の利用方法の研究開発，

2）その技術を基盤としたマルチメディア教材やデー

タベースの研究開発，3）それらの技術や教材を利用

する教育・学習方法の研究開発を３つの柱として遂行

し，かつ，それぞれの研究を統合して高等教育におけ

るマルチメディアの利用を促進することを目的とする。

これらの３つの柱は，それぞれネットワークやマルチ

メディアの技術的インフラや情報システム，教育・学

習の素材や教材，それらを利用する教授者・学習者に

相当し，教育におけるメディア利用に関する研究を構

成する要素である。 

  2）人材の配置 

これらの研究の３領域は，既存の学問分野でいえ

ば工学分野から人文社会科学分野までにわたるもの

であり，多様な専門領域の研究者が必要である。人

材の適正な配置に当たっては公募制をとっているが，

必ずしも大学において養成された研究者だけでなく，

民間企業，行政機関などからも必要な人材を求める

ことを課題としている。 

  3）個人の基礎研究の推進 

プロジェクト研究を支える，教員のそれぞれの専

門領域での研究や基礎研究の遂行も課題し，そのた

めに科学研究費等の外部資金の獲得などを推奨して

いる。 

（2）プロジェクト方式による研究 

研究の主な構成要素としての上記３つの柱のもとで，

いくつかに細分化した具体的な研究テーマを設定し，

４ないし５年単位のプロジェクト方式による研究開発

を行っている。それは，わが国の高等教育の置かれた

社会的条件や情報技術の進歩にフレキシブルに応える

ことができる研究を遂行することを目的とするためで

ある。 

（2）プロジェクト方式による研究 

  1）プロジェクトの総合化 

平成９年から平成１２年（一部は平成１３年）ま

では，４か年（一部は５か年）計画の９つの部門に

対応した研究プロジェクトを遂行することを課題と

してきたが，平成１３年（一部は平成１２年）から

は，それまでの研究成果のより発展的な継承をめざ

し，さらに，情報技術の進歩とわが国の大学改革の

進展という社会環境の変化に対応するかたちで４つ

のプロジェクトに再編成し，４ないし５か年計画で

研究を遂行することを課題としている。 

（3）研究成果の事業への展開 

また，センターにおける研究は，個々の教員の専門

領域における学問の進展に貢献することだけでなく，

センターで実施している４つの事業に対して研究成果

を反映させることを目的とする。４つの事業とは，Ｓ

ＣＳ事業，メディア教材開発事業，データベース事業，

研修事業であるが，ＳＣＳ事業は研究領域の１）に，

メディア教材開発事業，データベース事業は研究領域

の 2）に，研修事業は研究領域の 3）に，それぞれ対

応する。 

  2）共同研究員の活用 

研究プロジェクトのより効果的な推進のためには，

外部の専門家の協力が欠かせない。そこで，客員教

員，共同研究員という制度を利用して研究プロジェ

クトへの貢献を求めることを課題としている。さら

に，共同研究員の一部は公募制をとり，新たな人材

の発見に努めることを課題としている。 

 
２ 研究目標 

  3）研究成果の共有  前述の目的のもと，それぞれの取組において以下を目 
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研究開発部は多様な専門領域にまたがる研究者集

団であるため，それぞれのプロジェクト研究の進捗

状況や成果，あるいは，個人研究の成果など，研究

成果を相互に共有しあうことを課題としている。 

（3）研究成果の事業への展開 

  1）企画会議等 

研究成果の大学への提供をミッションとしている

大学共同利用機関として，より迅速に，かつより広

く成果を提供する方法の 1 つとして，研究成果を事

業に展開することを課題としている。そのために４

つの事業に関する企画会議と，さらに外部の専門家

を入れた事業委員会を置き，成果のよりスムーズな

事業展開を計画することを課題としている。 

  2）事業部との連携 

事業展開を実施するに当たっては，事業部がそれ

を担当するが，企画会議をリエゾンとして研究開発

部と事業部との連携を課題としている。 
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Ⅲ 評価項目ごとの評価結果  

  

１ 研究体制及び研究支援体制 
【要素２】研究支援体制に関する取組状況 

 公募による共同研究員は，個人応募とグループ応募の

２種類があり，その研究に参画する教員は，共同研究員

個々と密接な連携を図りながら研究をしている。共同研

究の実施にあたっては，共同研究員に対するサービス的

な活動も含まれており，その運用は難しい。現在，運用

上のノウハウも蓄積され，設備なども整備されている。 

 
 ここでは，対象組織（機関）の「研究体制及び研究支

援体制」の整備状況や「諸施策及び諸機能」の取組状況

を評価し，その結果を「目的及び目標の実現への貢献度

の状況」として示している。また，特記すべき点を「特

に優れた点及び改善点等」として示している。 共同研究の体制として客員教員制度，共同研究員制度，

特別共同利用研究員制度，外国人研究員制度の体制を整

えて，プロジェクト方式の中で研究を遂行している。こ

れら共同研究者に対しては，研究活動の中で利用する施

設・設備等は，センター教員と共同で使用できるように

配慮されている。また，各プロジェクトにおいて，教員

と共同研究者とが共同作業やディスカッションを通じて

直接連絡を取り合い，共同利用者の意見を反映させてい

る。 

なお，ここでいう「諸施策及び諸機能」の例としては，

学科・専攻等との連携やプロジェクト研究の振興，人材

の発掘・育成，研究資金の運用，施設設備等研究支援環

境の整備，国際的又は地域的な課題に取り組むための共

同研究や研究集会の実施方策，大学共同利用機関や学部

附属施設におけるサービス機能などが想定されている。 
 

◇目的及び目標の実現への貢献度の状況 

 共同研究や共同利用の成果等についても，研究紀要，

年報，広報誌の発行やホームページなどで内外に発信し

ている。 

 

【要素１】研究体制に関する取組状況 
教員等の配置は，目的・目標に示されているようなプ

ロジェクト方式に対応した構成となっており，人的資源

の限界を考慮すると有効な方策といえる。また，客員教

員制度，共同研究員制度，外国人研究員制度など，研究

活動を活性化するために多様な取組を実施しており，外

部の専門家の協力を得るという研究目標からみても評価

できる体制となっている。 

 
【要素３】諸施策に関する取組状況 

平成 13 年度から教員の任期制を導入し，また教員の採

用等については，外部委員が多くを占める運営協議員会

で決定するため，客観的で公正な採用・昇任が確保され

ている。 

 外部研究資金については，科学研究費補助金の獲得に

重点を置いた方策をとっている。プロジェクト研究を支

える個人の研究活動に対しては，ある程度外部研究資金

に頼らざるを得ない以上，継続的なバックアップ体制を

期待したい。 

総合研究大学院大学への参加は，研究活動の活性化に

繋がっている。すなわち，総合研究大学院大学の教育活

動とセンターとしての研究活動が相乗効果を生みだして

おり，研究組織の弾力化という面でも評価できる。 

研究者の流動性を高めるため，教員の任期制導入へ取

り組んでいる。  研究資金の配分・運用面では，プロジェクト研究を重

視した方策をとっている。また，大学のような学長裁量

経費が措置されていないため，予算の一部を所長裁量経

費として運用している。さらに，平成 14 年度からは予算

の一部を特別戦略経費としても運用しており，弾力的・

機動的な運用にも配慮している。これらを萌芽的研究の

育成や成果が出るまでに長時間を要する研究の推進に活

用している。しかしながら，萌芽性の有無等の判断は難

しく，若手の教員を集めて意見交換の場を設けるなど，

今後の萌芽的研究の適切な内部評価や支援に力を注がれ

ることを期待する。 

他の研究機関等との連携を促進するために，国立大学

との連携や海外の大学との国際交流協定等に取り組み，

研究交流が活発であることは評価できる。 

研究成果や研究者の研究概要は，研究紀要，年報，広

報誌の発行やホームページなどで内外に発信している。

しかしながら，研究目標に掲げられているように，民間

や行政機関など大学以外からも多様な研究領域の人材を

求めていくためには，社会に対するより積極的なアピー

ルを期待したい。 
 



メディア教育開発センター 

- 6 - 

研究者相互間で研究成果や研究情報を報告または意見

交換する機会として，研究プロジェクトの共同研究者と

の研究会を年１～２回開催しているほか，年２回のセン

ター全体の研究報告会や，随時小規模の研究会を開催し

ていることは，研究成果の共有を掲げる研究目標に鑑み

て，評価できる。 

国際的な共同研究・研究集会に関しては，シンポジウ

ムの開催をはじめとして，協定に基づく様々な国際交流

や実験等を活発に実施している。 
地域的な課題に取り組むための共同研究・研究集会に

関しては，一般公開日を設けるなどの取組もあるが，大

学共同利用機関であり，また，メディアの超地域性とい

う特性もあって，国際交流・協力に比して重点は置かれ

ていない。今後はブロードバンド等の情報技術を活用し

て，これまで以上に全国の様々な地域の課題に対処する

などの貢献を検討していく余地がある。 
 
【要素４】諸機能に関する取組状況 

共同研究の対応窓口として研究協力課を設け，連絡的

な役割を果たしている。 
大学共同利用機関としては，高等教育機関の教員との

共同研究に加えて，施設の有効な利用という２つの機能

がある。共同研究員や客員研究員は，施設・設備を利用

できる状況にある。 
 

【要素５】研究目的及び目標の趣旨の周知及び公表に関

する取組状況 

教職員に対する周知は，報告会，研究会等の実施を通

じて行っている。その効果については，情報交換や情報

共有により連携が深まり，場合によっては，プロジェク

ト研究的なものに発展することもある。 
学外者に対する公表の方法としては，刊行物，ホーム

ページなどがあるが，更に積極的な広報活動を展開して，

幅広い分野に活用されることを期待したい。 
 

 以上のようなことから，この項目全体の水準は，目的

及び目標の達成におおむね貢献しているが，改善の余地

もある。 

 

◇特に優れた点及び改善点等 

 

研究体制及び研究支援体制において，プロジェクト研

究の計画的な遂行を目指し，外部の専門家の協力を得ら

れる体制が整えられ，研究財源については重点配分とあ

わせ外部研究資金の積極的導入を図るなど特色的な展開

をしている。業績主義と任期制の導入を果たした人事体

制，国際的な共同研究の実施や研究集会を開催する方策

や総合研究大学院大学への参加についても，評価できる。

共同研究員に対してはセンター教員と同等の利用体制を

提供している。 

全般に，研究体制及び研究支援体制は整っているが，

広報活動が不足している。研究成果が一層活用されるよ

うに各種のＰＲ活動の積極的な展開を期待したい。地域

住民に対する一般公開以外にも，情報技術を利用した地

域課題への取組に検討の余地がある。 
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２ 研究内容及び水準 

 
 ここでは，対象組織（機関）における研究活動の状況を

評価し，特記すべき点を「研究目的及び目標並びに教員の

構成及び対象組織（機関）の置かれている諸条件に照らし

た記述」として示している。また，教員の個別業績を基に

研究活動の学問的内容及び水準を判定し，その結果を「組

織（機関）全体及び領域ごとの判定結果」として示してい

る。 
 なお，領域の教科教育学Ⅰは，文学・言語系，社会系，

自然系を指し，教科教育学Ⅱは，芸術系，保健・体育系，

技術・家庭系を指す。 
また，業績の判定結果の記述の中で用いられている「卓

越」とは，当該領域において群を抜いて高い水準にあるこ

と，「優秀」とは，当該領域において指導的あるいは先導

的な水準にあること，「普通」とは，当該領域に十分貢献

していること，「要努力」とは，当該領域に十分貢献して

いるとはいえないことを，それぞれ意味する。 
 

◇研究目的及び目標並びに教員の構成及び対象組織

（機関）の置かれている諸条件に照らした記述 

 

独創性の面では，ＤＶＤメディアによる教材開発や文化

財の電子的映像資料作成のシステム開発などが先進的な

取組として評価できる。また，ＦＤにおける情報技術の本

格導入に対応した研究なども進められており，マルチメデ

ィアやＩＴ技術の教育的活用についての展望を先導的に

示している。これら独創性は評価されるが，教材評価を実

地に行うことなど，実際の効果が期待される。全体として

は，実践的・応用的な面から，日本の教育メディア研究を

リードするセンターとしての機能を果たしつつある。 

発展性の面では，ＳＣＳ（スペース・コラボレーション・

システム），TEELeX（没入型仮想環境システム），協調学習

（ＣＳＣＬ）システム，仮想現実の教育への応用，広帯域

通信ネットワーク基盤を利用した双方向型遠隔教育など

の研究開発が期待できる。複合型媒体の教育面での応用や，

相互参照可能な他分野のデータベース開発，ＦＤへの各種

情報技術の研究でも発展性が期待できる。また，研究成果

を還元する場に，いろいろな教育機関・施設を想定してい

る点でも評価できる。センターが取り組んでいる研究領域

はいずれも今後の発展に大いに期待できる。技術革新に常

に即応しうる水準の維持に，努力が期待される。 

教育実践への貢献の面では，ＳＣＳやマルチメディア教

材など，研究成果の一部が高等教育機関に活用され，既に

多くの研究者や学生が利用している点から，貢献度は高い。

また，ＤＶＤ教材の開発，各種データベースの構築などは，

今後の教育実践面での活用に期待できる。ＦＤにかかわる

高等教育機関への支援にも，積極的に取り組んでおり，貢

献している。高等教育機関の教育支援や研究支援は，その

重要度が今後増してくると考えられることから，理論的・

実践的研究成果を発展させるべく鋭意努力している点は

評価できる。 

他分野への貢献については，多様な専門領域を有する教

員の緊密な関係の上で行われるプロジェクト方式の研究

を進めていることから，高等教育だけでなく，他分野への

広範囲な応用の可能性がある。 

研究開発の事業への展開の面では，製作物の多様化が図

られている。研究成果の迅速な事業展開というセンターの

命題からすると，研究成果の対外的アピールを進めるとと

もに，研究成果の事業化のための専門コーディネーター養

成などを検討していく余地がある。 

全体としていえば，世界的にも先端的である研究領域の

パイオニア的役割を，理論的研究，実践的研究，事業展開

の各面で，積極的に果たしている。研究成果の発表数も多

く，また質的にも注目すべきものが多く含まれている点は

高く評価できる。一方で，教員によって業績の質，量に格

差がみられる。管理者の業績管理や，プロジェクトリーダ

ーの指導力による改善を期待したい。 

研究開発の内容が，情報先進国での実践の追随や，企業

において開発した技術の応用にとどまらず，独創性を発揮

されるよう期待したい。 

 
組織（機関）全体及び領域ごとの判定結果 

［全領域（教育学領域も同じ）］ 

（教科教育学Ⅰ領域，教科教育学Ⅱ領域に該当する構成員はいない。） 
・ 研究の独創性については，構成員（教授 15 人，助教

授 20 人，助手５人，計 40 人）の１割が極めて高く，

２割弱が高く，４割強が相応，２割が低い。 

・ 研究の発展性については，構成員の１割が極めて高く，

３割が高く，５割弱が相応，１割が低い。 

・ 研究の教育実践への貢献については，構成員の２割弱

が高く，６割弱が相応，２割弱が低い。 

・ 他分野への貢献については，構成員の２割弱が高く，

４割弱が相応，２割強が低い。 

・ 研究水準については，構成員の２割強が卓越，３割が

優秀，４割弱が普通，１割が要努力。 
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３ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果 

 
ここでは，対象組織（機関）における研究の社会（社

会・経済・文化）的効果について評価し，特記すべき点

を「研究目的及び目標並びに教員の構成及び対象組織（機

関）の置かれている諸条件に照らした記述」として示し

ている。また，教員の個別業績を基に社会的効果の度合

いを判定し，その結果を「組織（機関）全体及び領域ご

との判定結果」として示している。 
なお，領域の教科教育学Ⅰは，文学・言語系，社会系，

自然系を指し，教科教育学Ⅱは，芸術系，保健・体育系，

技術・家庭系を指す。 
また，業績の判定結果の記述の中で用いられている「極

めて高い」とは，社会的に大きな効果をあげた非常に高

い内容であること，「高い」とは，相当な効果をあげた内

容であること，「相応」とは，評価できる要素はあるが必

ずしも高くはない内容であることを，それぞれ意味する。 
 

◇研究目的及び目標並びに教員の構成及び対象組

織（機関）の置かれている諸条件に照らした記述 

 

教育実践への寄与に関しては，多くのメディア教材を

開発・提供するなど，ＩＴ技術を活用した新たな教育形

態の実現に寄与している。最近は初等中等教育の情報化

に対しても，解説や教師教育教材の提供などをかなり行

っているものの，社会への発信や教育現場との繋がり

を更に強めていくことが期待される。 

政策形成への寄与の面では，遠隔授業を可能とする技

術の確立が教育の形態を変える可能性を示しており，研

究成果が教育政策へ与える影響は大きい。また，遠隔授

業に関する技術的研究の蓄積から，通信制大学院構想な

どの政策面に影響を与えており，文部科学省の進める高

等教育の高度情報化などの諸施策に寄与している。 

研究成果の社会的普及活動への寄与の面では，マスメ

ディアで紹介されている制作物もあり，一定の成果をあ

げているが，更に社会的に周知していく必要がある。地

域住民に対しては，毎年一般公開を実施している。また，

著作権データベースは，広く社会に公開され，そのアク

セス件数も多いことから，知的所有権が重視される政策

に沿った貢献をしている。 

教育の国際化への寄与の面では，衛星通信を利用して

国際遠隔授業，通信実験など，世界レベルでの地域教育

問題に取り組むなど一定の蓄積がある。今後どのように

実用化に結び付けていくか，展開が注目される。経済開

発協力機構・教育研究革新センター（ＯＥＣＤ／ＣＥＲ

Ｉ）のプロジェクトへの参加などの国際協力活動も評価

できる。また，興味深い取組として，平成 14 年度から全

世界を対象とした衛星通信国際チャンネル（ＮＩＭＥワ

ールド）を開局した。 

 

全体として，ＳＣＳ事業，メディア教材開発事業，デ

ータベース事業，研修事業により研究成果の事業化に取

り組み，その社会的効果は評価される。他にも教育の国

際化，遠隔授業の確立や通信制大学院の設置などを可能

にする技術的研究，国際協力活動などで多くの成果をあ

げている。センターの研究開発は社会的効果という観点

から目的・目標に合致し，評価できる。 

しかし，研究成果を社会的に還元していく取組がまだ

必ずしも十分でないことや，新たな活動を軌道に乗せる

ための体制が整っているかについては，検討を要する。 

 
組織（機関）全体及び領域ごとの判定結果 

［全領域（教育学領域も同じ）］ 

（教科教育学Ⅰ領域，教科教育学Ⅱ領域に該当する構成員はいない。） 
・ 社会・経済・文化への効果については，構成員（教

授 15 人，助教授 20 人，助手５人，計 40 人）の１割

弱が極めて高く，１割が高く，７割弱が相応。 
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４ 諸施策及び諸機能の達成状況 

 
ここでは，評価項目「１ 研究体制及び研究支援体制」

でいう「諸施策及び諸機能」の達成状況を評価し，その

結果を「目的及び目標に照らした達成度の状況」として

示している。また，特記すべき点を「特に優れた点及び

改善点等」として示している。 
 

◇目的及び目標に照らした達成度の状況 

 

【要素１】諸施策に関する取組の達成状況 
 プロジェクト振興方策に関しては，共同研究プロジェ

クト方式に移行したところであるが，まだ間もないこと

もあり，その成果については今後に期待される。人事関

係の方策の効果についても，任期制の導入及び転出転入

に係る流動性がどのような効果をもたらすのか注目した

い。 

 外部研究資金の獲得状況に関しては，科学研究費補助

金の採択率が高く，全国平均を大きく上回る。これは個

人研究の推進のために外部資金の獲得を推奨するという

研究目標に照らして優れた状況である。 

 研究資金の配分・運用状況については，研究開発費の

約１割を特別戦略経費や所長裁量経費に充て，萌芽的研

究の支援等にこれを活用しており，評価できる。 

 必要な研究環境（図書館，ＩＴ，施設設備）の整備状

況については，優れた映像資料が数多く揃えられている

ところに特色があり，評価できる。 
 萌芽的研究を育てる方策の効果については，科学研究

費補助金の萌芽的研究による採択が，平成 13 年度に１件

となっている。成果が出るまでに長時間を要するような

研究を推進する方策の効果としては，外国語の音声の基

礎研究の成果を英語ＣＡＬＬ教材として活用しているな

どの例があるが，実際の基礎研究をどの程度育成してい

るかは，まだ改善の余地がある。センターの設置目的か

ら，事業化される研究に重点を置いているため，萌芽的

研究や短時間で成果が見込めない研究を個人研究に頼っ

ている側面がある。個々の教員の関心による研究が疎か

にされないような配慮が引き続き必要である。 

 研究者相互間における研究成果や研究情報の報告また

は意見交換の実施状況を見ると，年２回の研究報告会で

は全員参加で全プロジェクトの経過・方向性について議

論，批判を行うなど，活発に活動している。これらの状

況から，研究目標として設定されている研究成果の共有

は図られている。 
国際的な共同研究や研究集会は，頻繁に行われており，

評価できる。海外の大学，国際機関などとの共同研究，

国際シンポジウムの定期的開催，海外からの研究員受け

入れなどにより，海外との交流も活発である。国際協力

の推進状況についても，外国出張，海外研修という形で

毎年延べ 80 人程度の実績があるなど，その活動は評価さ

れる。 

地域的な課題に取り組むための共同研究の実施や研究

集会の開催については，国際的な活動や国家的な研究業

務を重視しているので地域的な貢献はあまりないが，幕

張地区のハイテク企業と社会教育施設を結んだ産学協同

プロジェクトなどもある。 
 
【要素２】諸機能に関する取組の達成状況 

センターの教員，客員教員，共同研究員，外国人研究

員などの協力の下で，プロジェクト研究が活発に展開さ

れており，共同研究の実施状況は，優れている。 

施設・設備の共同利用の実施状況に関しては，民間と

同レベルの設備を備えるスタジオが，土曜日等を含めて

９割程度の利用率で稼働している。 

 

 以上のようなことから，この項目全体の水準は，目的

及び目標がおおむね達成されているが，改善の余地もあ

る。 

 
◇特に優れた点及び改善点等 

 

教育に関わる教材の研究開発，データベースの活用，

教育に関わる様々な実験的試みを通じて，高等教育機関

を主たる対象として一定の成果をあげている。外部研究

資金の獲得状況も評価できる。 

国際的な共同研究の実施や研究集会を頻繁に実施して

いる。一方で地域課題への貢献はあまりみられない。 

プロジェクト方式による研究，任期制等の取組は導入

後間もないので，その成果は今後に注目したい。これら

の取組を進めつつ，個々の教員の関心による研究が疎か

にされないような配慮が引き続き必要である。 
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５ 研究の質の向上及び改善のためのシステム 

 
 ここでは，対象組織（機関）における研究活動等につ

いて，それらの状況や問題点を組織（機関）自身が把握

するための自己点検・評価や外部評価など，「研究の質の

向上及び改善のためのシステム」が整備され機能してい

るかについて評価し，その結果を「改善システムの機能

の状況」として示している。また，特記すべき点を「特

に優れた点及び改善点等」として示している。 
 
◇改善システムの機能の状況 

 

【要素１】組織（機関）としての研究活動及び個々の教

員の研究活動等の評価体制 

 組織としての研究活動等を評価するため，自己点検評

価委員会が設置されており，研究活動などの実施状況や

問題点を把握するよう努めている。また，教員全員参加

による年２回の研究報告会を実施し，相互検討を行うと

ともに，研究成果を冊子にまとめている。 

 個々の教員の研究活動を評価する体制として，成果を

年報などに公表するほか，任期制を導入し，採用・昇進

については業績主義が採用されている。なお，個々の教

員の研究活動を評価する際には，共同研究による業績に

ついて，研究の内容に応じた個々人の共同研究における

役割など，貢献の寄与度を更に考慮する必要がある。 

 外部者による研究活動等の評価を実施する体制として

は，平成 12 年度に外部評価を実施しており，さらに評議

員会，運営協議員会から助言を受ける体制がある。しか

し，この領域の技術進歩を考えると，想定している４～

５年という外部評価のサイクルは長い。研究方法などに

ついて，中間評価の実施の検討が必要であろう。 

 
【要素２】評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の

取組に結び付けるシステムの整備及び機能状況 

評価結果を特別戦略経費，所長裁量経費，プロジェク

ト研究の所内予算配分に反映させることになっている

こと，事業委員会を設置して研究成果を事業に反映させ

るようにしていることは，評価結果を研究活動等の質の

向上及び改善の取組に結び付けるための方策として評

価できる。 

 成果が出るまでに時間がかかる研究と，速やかに事業

化を目指すプロジェクト研究との両立が今後の課題で

ある。 

 

 以上のようなことから，この項目全体の水準は，向上

及び改善のためのシステムがおおむね機能しているが，

改善の余地もある。 

 
◇特に優れた点及び改善点等 

 

教員全員参加による年２回の研究報告会，研究成果の

印刷物と外部への公表，平成 12 年に行われた外部専門家

による評価，センター全体及び研究開発部内の自己点検

評価委員会の設置，評価結果を研究経費へ反映するシス

テムなど，研究の質の向上のための評価体制は多岐にわ

たっている。 

今後の更なる研究の高度化を実現するためには，外部

評価の実施方法を含め，研究の質の向上及び改善システ

ムの更なる検討が必要である。 
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Ⅳ 評価結果の概要  

  

１ 研究体制及び研究支援体制 センターでは事業化される研究に重点が置かれており，

萌芽的研究や短時間で成果が見込めない研究など，個人

研究に頼っている側面がある。個々の教員の関心による

研究が疎かにされないような配慮が必要である。 

情報社会の観点から，センターの果たす役割は，きわ

めて大きい。 

その機能を発揮するための様々な方策が，見受けられ

る。例えば，プロジェクト方式の導入，プロジェクトに

傾斜した研究費配分，外部委員の判断を重視する人事方

策，国際交流協定による活発な研究交流，さらに総合研

究大学院大学への参加などである。 

以上のようなことから，この項目全体の水準は，目的

及び目標がおおむね達成されているが，改善の余地もあ

る。 

 
５ 研究の質の向上及び改善のためのシステム センターの取り組む研究は今後の発展が強く求められ

る領域である。研究成果の一般への還元を進めるため，

広報活動に力を入れることが望まれる。将来目指してい

るより高度な研究を実現するためには，萌芽的研究の汲

み上げ・育成も重要である。 

研究の質の向上のために，多くのシステムが実施され

ている。例えば，研究報告会，研究成果の印刷物と外部

への公表，外部専門家による評価，自己点検評価委員会

の設置，評価結果を研究経費へ反映するシステムなど，

きわめて多岐にわたっている。 以上のようなことから，この項目全体の水準は，目的

及び目標の達成におおむね貢献しているが，改善の余地

もある。 

より高度な研究を実現するために，外部評価の実施方

法を含め，改善システムの検討が必要である。 

  以上のようなことから，この項目全体の水準は，向上

及び改善のためのシステムがおおむね機能しているが，

改善の余地もある。 

２ 研究内容及び水準 
先端的な研究領域において，優れた研究成果をあげて

おり，パイオニア的役割を積極的に果たしている。研究

成果の発表数も多く，また質的にも注目すべきものが多

く含まれている点は高く評価されている。 

 
 

しかし，研究成果の一般への還元を，更に積極的に進

めるべく，事業展開のための体制を充実させていくこと

が期待される。 

 
３ 研究の社会（社会・経済・文化）的効果 

ＳＣＳ等の４事業，教育の国際化，遠隔授業の確立，

通信制大学院の設置などを可能にする技術的研究，いろ

いろな教材制作などで多くの効果を上げている点は高く

評価できる。 

研究成果を社会的に還元していく取組がまだ必ずしも

十分でないことや，新たな活動を軌道に乗せるための体

制が整っているかについては，検討を要する。 

 
４ 諸施策及び諸機能の達成状況 

国際的な研究交流への取組は活発であり評価できる。

さらに，外部研究資金の獲得状況が優れている点や，研

究報告会等の取組が活発に行われている点が評価できる。 

プロジェクト方式による研究，任期制等の取組は導入 

後間もないので，その成果は今後に注目したい。 
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Ⅴ 意見申立て及びその対応 

 

 当機構は，評価結果を確定するに当たり，あらかじめ当該機関に対して評価結果を示し，その内容が既に提出され

ている自己評価書及び根拠資料並びにヒアリングにおける意見の範囲内で，意見がある場合に申立てを行うよう求め

た。機構では，意見の申立てがあったものに対し，その対応について大学評価委員会等において審議を行い，必要に

応じて評価結果を修正の上，最終的な評価結果を確定した。 

 ここでは，当該機関からの申立ての内容とそれへの対応を示している。 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 研究体制及び研究支援体制 

 

【評価結果】 地域的な課題に取り組むための共同研

究・研究集会に関しては，一般公開日を設けるなどの取

組もあるが，大学共同利用機関であり，また，メディア

の超地域性という特性もあって，国際交流・協力に比し

て重点は置かれていない。今後はブロードバンド等の情

報技術を活用して，全国の様々な地域の課題に対処する

などの貢献を検討していく余地がある。 

 

【意見】 「地域」の認識において，メディア教育開発

センターと評価委員会の間にズレがある。 

 

【理由】 地域貢献に関し，センターは機関の設置され

ている地域の課題に対するものと捉えているのに対し，

評価委員会はこれに限らない特定の場の課題と捉えて

いる。なお，評価書において触れられている「全国の様々

な地域の課題」という意味においても，センターの各種

の研究が全国規模の共同研究等によって進められてい

る点からも，十分に貢献していると考えている。 

 

 

【対応】 下記のとおり修正した。 

 

『地域的な課題に取り組むための共同研究・研究集会

に関しては，一般公開日を設けるなどの取組もあるが，

大学共同利用機関であり，また，メディアの超地域性と

いう特性もあって，国際交流・協力に比して重点は置か

れていない。今後はブロードバンド等の情報技術を活用

して，これまで以上に全国の様々な地域の課題に対処す

るなどの貢献を検討していく余地がある。』 

 

【理由】 センターの大学共同利用機関としての全国性，

また「メディア」という超地域性をもった手段を利用し

て行う教育内容等の研究及び開発並びにその成果の提供

を目的としていることから，ここでは「地域」という語

を「所在地に限らない特定の場」として捉えている。こ

れは，ブロードバンド等の情報技術を活用できるセンタ

ーの特殊性から，全国の様々な地域の課題に対する更な

る取組を期待する意味で記載したが，文意がより正確に

伝わるように文章を一部修正した。 

【評価項目】 研究内容及び水準 

 

【評価結果】 組織（機関）全体及び領域ごとの判定結

果（以下，水準を構成員の割合で記載） 

 

【意見】 「研究内容及び水準」の判定基準について，

もっと明確にしてほしい。 

 

【理由】 他の大学共同利用機関においては「学術研究

への寄与」が目的となっているのに対し，センターで行

われる研究の成果は「教育への寄与」が目的となってい

 

 

【対応】 原文のままとした。 

 

【理由】 教育学系の対象は，すべて教育への貢献を目

的とする組織（機関）である。したがって，その研究内

容も教育学理論，教育内容，教育方法，教育実践など広

範囲に及んでいる。個人別研究活動判定票の判定に当た

っては，教育事象そのものの研究のみならず，たとえ基

礎研究であっても教育への貢献を捉えることができるよ

うに，研究の内容面の判定事項として，「教育実践への貢
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申立ての内容 申立てへの対応 

る。こういった機関個別の特色が考慮された評価となっ

ているかどうかが，現在の評価基準ではわかりにくい。

献」という判定事項を設けている。また，研究の社会的

効果の判定においても，「教育実践への寄与」という事項

を設けている。この「教育実践への貢献」「教育実践への

寄与」という事項は，研究業績の判定に当たって「教育

学系」全体として用いているものであり，センターの個

別の特色として取り上げているものではないが，この事

項を用いることにより，センターの目的としている「教

育への寄与」という特色については，実践面での貢献ま

で，十分に判定の際に考慮されていると考える。 

 また，個人別研究活動判定票の判定結果について，そ

の割合を「組織（機関）全体及び領域ごとの評価結果」

として示しており，「研究目的及び目標並びに教員の構成

及び対象組織（機関）の置かれている諸条件に照らした

記述」において，目的及び目標や機関個別の特色につい

て考慮した記述を行っている。 

 なお，判定基準については，平成 14 年７月 12 日付け

で示した「分野別研究評価「教育学系」における研究活

動の学問的内容及び水準等の判定の方法及び手順につい

て」及び評価報告書に添付する「平成 13 年度着手の大学

評価の評価結果について」に示したとおりである。 

【評価項目】 研究の質の向上及び改善のためのシステ

ム 

 

【評価結果】 個々の教員の研究活動を評価する体制と

して，成果を年報などに公表するほか，任期制を導入し，

採用・昇進については業績主義が採用されている。ただ

し，共同研究における業績の評価には，個人の貢献の寄

与度を考慮する必要がある。 

 

【意見】 評価の内容にわかりにくい部分があった。 

 

【理由】 「共同研究における業績の評価には，個人の

貢献の寄与度を考慮する必要がある。」という評価につ

いては，共同研究の業績評価に対してのものなのか，

個々の教員の研究活動の評価に対してのものなのかわ

かりにくい。 

 なお，個々の教員の研究活動を評価する際の考慮に対

するものだとすれば，例えば任期制教員の業績評価にお

いて，筆頭著書の数を考慮したり，貢献の寄与度に関す

る項目を設けて評価を行うなど，現在も十分考慮してい

る。 

 

 

 

【対応】 下記のとおり修正した。 

 

『個々の教員の研究活動を評価する体制として，成果

を年報などに公表するほか，任期制を導入し，採用・昇

進については業績主義が採用されている。なお，個々の

教員の研究活動を評価する際には，共同研究による業績

について，研究の内容に応じた個々人の共同研究におけ

る役割など，貢献の寄与度を更に考慮する必要がある。』

 

【理由】 共同研究における個人の寄与度の判定には，一

般的に困難な傾向がある。センターにおいては，共同研究

プロジェクトが活発に行われているだけに，このことの

重要性を考慮して，更なる取組を期待して記述したもの

である。 

なお，文意がより正確に伝わるように文章を一部修正

した。 
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申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 研究の質の向上及び改善のためのシステ

ム 

 

【評価結果】 外部者による研究活動等の評価を実施す

る体制としては，平成１２年度に外部評価を実施してお

り，さらに評議員会，運営協議員会から助言を受ける体

制がある。しかし，この領域の技術進歩を考えると，想

定している４～５年という外部評価のサイクルは長い。

研究方法などについて，中間評価の実施の検討が必要で

あろう。 

 

【意見】 「外部評価の実施サイクル」については，

４～５年で妥当と考える。 

 

【理由】 ご指摘の外部評価の実施サイクルは，センタ

ーにおける研究プロジェクトが４～５年をサイクルと

した体制になっている点，外部の研究者を交えた共同研

究方式自体が常に外部評価を受けているような効果を

伴っている点，あるいは，このたびの大学評価も一種の

外部評価と考えられる点から，妥当と考えている。 

なお，大学共同利用機関は，大学と異なり各機関にお

ける学術研究や事業について広く外部の方々から助言

を受けるため，評議員会や運営協議員会の設置が義務付

けられ，その構成員には半数以上（評議員会においては

全員）の外部の学識経験者に加わっていただきながら，

少なくとも年２～３回開催しその都度評価を受けてい

ることも，外部評価を毎年定期的に実施する効果を有し

ていると解している。 

 

 

 

【対応】 原文のままとした。  

 

【理由】 外部の研究者や有識者の参加の機会が一定の

効果をあげていることは理解できるが，ここでの記述は

センターで実施している外部評価について述べたもので

ある。センターの外部評価の期間はプロジェクト研究の

サイクルにあわせて設定されているが，とりわけセンタ

ーの取り扱っている領域の場合には，日進月歩で技術革

新が進み，４～５年を経過する間に様々な状況が変化し，

実用性を優先する事業への展開に支障を来す事態も想定

される。こうした特色があるだけに，プロジェクトの途

中段階での中間評価を実施して，見直しを行うことも考

慮されるように提案したものである。 

 


